
小規模多機能型居宅介護利用料金及びその他の費用（法改正の場合はそれに準ずる） 

●介護保険 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

単 位 数 10,458 単位 15,370 単位 22,359 単位 24,677 単位 27,209 単位 

利 用 料 104,580 円 153,700 円 223,590 円 246,770 円 272,090 円 

負担額（1 割） 10,458 円 15,370 円 22,359 円 24,677 円 27,209 円 

負担額（2 割） 20,916 円 30,740 円 44,718 円 49,354 円 54,418 円 

負担額（3 割） 31,374 円 46,110 円 67,077 円 74,031 円 81,627 円 

 

 要支援 1 要支援 2  

単 位 数 3,450 単位 6,972 単位   

利 用 料 34,500 円 69,720 円  

負担額（1 割） 3,450 円 6,972 円  

負担額（2 割） 6,900 円 13,350 円  

負担額（3 割） 10,350 円 20,916 円  

 

★加算項目（加算項目は取得条件により変更します） 

① 初期加算 30 単位（30 円/日） 

② 認知症加算 
Ⅲ   760 単位（760 円/月） 

Ⅳ   460 単位（460 円/月） 

③ 総合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
体制強化加算 

Ⅰ  1,200 単位（1,200 円/月） 

④ サービス提供 
体制強化加算 

Ⅰ   750 単位（750 円/月） 

⑤ 看護職員配置
加算  
(介護予防除く) 

Ⅰ   900 単位（900 円/月） 

⑥ 介護職員等 
処遇改善加算 

Ⅰ  14.9 ％（(介護保険料+加算①～⑤)×％） 

① 利用開始から 30 日以内に 1 日 30 単位（30 円/日）の算定が可能な加算 

② 介護度や日常生活自立度のランクにより算定が可能な加算 

③  サービス計画の適時見直しや地域交流を行うことで算定が可能な加算 

④ 指定された事業所内の体制を取る事で算定が可能な加算 

 

◆ 食事代（1 回につき）                

普通食：朝食･･･350 円 昼食･･･650 円 おやつ･･･50 円 夕食･･･650 円 

高たんぱく食：昼食･･･700 円、夕食･･･700 円 

療養食：昼食･･･750 円、夕食･･･750 円 

◆ 宿泊代  1 泊･･･2,100 円 

◆ その他  洗濯･･･100 円(1 回)  クラブ活動材料費･･･月 200 円 

                                   R7.12 


